
公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン【概要】

○趣旨
限られた時間の中で、教師の専門性を生かしつつ、授業改善や児童生徒等に接する
時間を十分確保し、教師が自らの授業を磨くとともにその人間性や創造性を高め、児童
生徒等に対して効果的な教育活動を持続的に行うことをできる状況を作り出すことを目
指して進められている「学校における働き方改革」の総合的な方策の一環として制定す
るもの。

○対象者

給特法第２条に規定する公立の義務教育諸学校等の教育職員

※義務教育諸学校等：小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、幼稚園
教育職員：校長（園長）、副校長（副園長）、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、

助教諭、養護助教諭、講師、実習助手、寄宿舎指導員

※事務職員等については、「３６協定」の中で働き方改革推進法に定める時間外労働の規制が適用される。

○本ガイドラインにおける「勤務時間」の考え方

「超勤４項目」以外の自主的・自発的な勤務も含め、外形的に把握することができる
在校時間を対象とすることを基本とする（所定の勤務時間外に自発的に行う自己研鑽の
時間その他業務外の時間については、自己申告に基づき除く）。

校外での勤務についても、職務として行う研修や児童生徒の引率等の職務に従事し
ている時間について外形的に把握し、これらを合わせて「在校等時間」として、本ガイドラ
インにおける「勤務時間」とする（休憩時間を除く）。

○上限の目安時間

①１か月の在校等時間について、超過勤務４５時間以内
②１年間の在校等時間について、超過勤務３６０時間以内
※児童生徒等に係る臨時的な特別の事情により勤務せざるを得ない場合は、

１か月の超過勤務１００時間未満、１年間の超過勤務７２０時間以内
（連続する複数月の平均超過勤務８０時間以内、
かつ、超過勤務４５時間超の月は年間６カ月まで）

○実効性の担保

・教育委員会は、所管内の公立学校の教師の勤務時間の上限に関する方針等を策定
し、実施状況について把握し、必要な取組を実施。上限を超えた場合、事後的に検証。
・文部科学省は、各教育委員会の取組の状況を把握し、公表。 等

○留意事項

・実施に当たっては、在校時間はＩＣＴの活用やタイムカード等により客観的に計測し、校
外の時間についても、できる限り客観的な方法により計測する。

・上限の目安時間の遵守を形式的に行うことが目的化し、実際より短い虚偽の時間を記
録に残したり、残させたりするようなことがあってはならない。

・中教審の答申において、本ガイドラインの実効性を高めるため、その根拠を法令上規
定するなどの工夫を図るべきと提言されており、文部科学省として更に検討。 等


